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 Ⅰ． はじめに～なぜ今，金融教育なの
か～ 

 　日本における金融教育が，2022年より新

たな位置づけを持って強化されつつある （1） 。

同年4月からの民法改正による成人年齢の18

歳への引き下げを受け，高等学校の教育現場

では学習指導要領が改訂され，投資教育を含

む本格的な金融教育が始められている。 

 　そもそも日本における金融教育は遅れてい

ると言われており，最新の 金融リテラシー

調査（2022年）（金融広報中央委員会）の

結果を見ても，金融教育を受けたと回答した

人の割合は7.1％にすぎず，結果として金融

教育を行うべきと回答した割合は71.8％と

なっている （2） 。実際，学校教育等を通じて，
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お金に関する教育，いわゆる金銭教育がしっ

かりと行われてきたとは言い難く，若者から

お年寄りまで，様々な金融トラブルに巻き込

まれており，その件数も近年増加傾向にあ

る （3） 。ただし，日本の金融教育の何がどのよ

うに遅れているのかについての共通の認識が

形成されているとは言えず （4） ，教えるべき内

容についての社会的コンセンサスが得られて

いる訳でもない。 

 　こうした点を踏まえ，本稿を執筆するにあ

たっての第一の問題意識は，なぜ今，金融教

育が強化されようとしているのかという点に

ある。言い換えれば，金融リテラシー向上を

図らなければならない現実的必要性をどのよ

うに理解したらよいか，ということである。

この問題を考えるにあたっては，そもそも金
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融教育とは何かが明らかにされなければなら

ない。その内容は，金銭教育や消費者教育，

経済教育，投資教育などの呼称でこれまでも

語られてきたが，金融リテラシーとは何を理

解していることを指すのかが明らかにされる

必要がある。その際，日本では2005年が 金

融教育元年 とされたにも関わらず，なかな

か進展してこなかった原因等も総括しておく

ことが必要となる。当時の推進の意図やその

後の展開を考察した上で，なぜ今，強化しよ

うとしているのかを考察することで，その本

質が見えてくると考えられる。 

 　本稿の第二の問題意識は，岸田政権が掲げ

る 新しい資本主義 の実行計画には，資産

所得倍増プランが盛り込まれ，“貯蓄から投

資へ”の流れが加速されようとしているが （5） ，

この投資推奨のイデオロギーの流布は何を求

めているかということである （6） 。現代日本に

おいて，“貯蓄から投資へ”と言われるよう

になって久しいが，そもそも本来は自己責任

で行うべき投資を，国家が推奨するという状

況は，上記の第一の問題意識として挙げた金

融教育の問題といかなる関わりを持つのかが

明らかにされなければならない。国民のマ

ネーがリスクに晒される蓋然性が高まる事態

に際して，現時点での問題点や考えるべき論

点は何かを明示化する必要がある。こうした

点を明らかにすることで，今求められる金融

リテラシーの内容も見えてくると考えられる。 

 　そこで本稿では，第一に，金融教育および

金融リテラシーの定義を確認し，これまでの

日本の金融教育強化の経緯を踏まえた上で，

その現状と問題点を明らかにすることを課題

とする。第二に，“貯蓄から投資へ”という

スローガンが本格的に定着されようとしてい

る点に留意し，投資推奨のイデオロギーの流

布は何を目的としているのかを明らかにする

ことを課題とする。最後に，上記の二つの課

題を明らかにすることで，投資推奨の流れと

本来あるべき金融教育とは相容れない点を示

すとともに，求められる金融教育のあり方に

ついて考えてみたい。 

 Ⅱ．日本の金融教育の現状 

 1．金融教育とは何か 

 　今日の日本における金融教育の定義につい

てまず確認しておこう。金融広報中央委員会

では， お金や金融の様々なはたらきを理解

し，それを通じて自分の暮らしや社会につい

て深く考え，自分の生き方や価値観を磨きな

がら，より豊かな生活やよりよい社会づくり

に向けて，主体的に行動できる態度を養う教

育 と定義している （7） 。 

 　金融教育に関する国際的な定義は，OECD

（経済協力開発機構）が2005年に公表した文

書によれば，以下の通りとなっている （8） 。 金

融の消費者ないし投資家が，金融に関する自

らの厚生を高めるために，金融商品，概念お

よびリスクに関する理解を深め，情報，教育

ないし客観的な助言を通じて（金融に関する）

リスクと取引・収益機会を認識し，情報に基

づく意思決定を行い，どこに支援を求めるべ

きかを知り，他の効果的な行動をとるための

技術と自信を身につけるプロセス である。 

 　上記の二つの定義を比較した場合，日本に

おける定義は，いわゆる金銭教育や経済教育

として理解されている内容であるのに対し，

OECDの定義は，消費者教育や投資教育とし

ての側面を強調したものとなっていることが
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分かる。 

 　一方，金融リテラシーの定義について見た

場合，金融広報中央委員会は簡単に お金の

知識・判断力 としているのに対し，OECD

の定義では， 金融に関する健全な意思決定

を行い，究極的には金融面での個人の良い暮

らし（well-being）を達成するために必要な，

金融に関する意識，知識，技術，態度及び行

動の総体 とされている （9） 。ここでもその意

味する内容は若干異なっていることが分かる。 

 　以上からわかるように，日本における金融

教育および金融リテラシーの定義は，国際的

な定義と比べて，金融に関わる消費者や投資

家としての側面が弱いことは明らかである。

現代の資本主義経済社会を生きていく者全て

にとって，金融に関わることは必須であり，

様々な利害関係に巻き込まれることは十分あ

り得ることである。そうした事態を想定した

場合，日本の定義では若干不十分のようにも

見える。ただし，OECDの定義では，自己決

定に基づきリスクと向き合い行動することを

前面に出しており，あくまでも 金融に関す

る自らの厚生を高める ものとなっているの

に対し，日本の定義は，自分だけでなく社会

の問題として金融のことを考え， より豊か

な生活や良い社会づくり に向けて，一人一

人がどのように行動するかを問うものとなっ

ている。こうした点からみると，日本の定義

の方がより良いものであると判断できる。 

 　国際的な定義の方が進んでいるとは言えな

いものの，新自由主義的イデオロギーの影響

を受けて投資推奨が行われている現状を踏ま

えれば，求められる金融教育は，今日的な金

融経済状況を正しく理解し得る内容も組み込

まれている必要がある。すなわち，金融に関

わる消費者や投資家としての側面をある程度

は含みつつ，最低限の金融知識を理解してお

くことは，これからの複雑な経済社会を生き

抜くためにも必須となっていると考えられる。 

 　一方，この金融教育とは区別される経済教

育の定義についても簡単に確認しておこう。

例えば，内閣府の委託を受けた 経済教育に

関する研究会 中間報告 では，次のように

述べられている （10） 。 経済学の基本概念

を大学の経済学部にとどまらず，幅広く市民

の教養として教授することによって，自立し

た個人が行う合理的な意思決定の技術を身に

つけることを支援するとともに，それをもと

に，経済や経済制度についての正確な理解を

促し，政策を議論する枠組みを提供するもの

であり， 経済教育 あるいは 経済学の社

会教育 と呼ぶことができよう 。また，経

済教育が行われる場は 小学校，中学校，高

校という学校教育だけでなく，学校外や成人

まで含んだ幅広い市民に経済教育の機会が与

えられることが望ましい とされている。こ

のように，経済教育の定義も，金融教育と同

じく非常に重要なものであることが分かる。

こうしてみると，今求められているのは経済

教育であるとも考えられる。 

 　しかしながら，敢えて金融教育の強化を図

ろうとしている理由としては，先に見た

OECDの定義あるように，自己責任に基づく

金融取引への積極的関与を促そうとしている

点にあると考えられる。ただし，投資教育と

は何かについては，公式なものは見当たらず，

投資教育＝金融教育と同一視して論じる傾向

もある。何故にこうしたことになるかについ

ては，日本における金融教育の推進体制と政

治的意向が強く働いていることが推察され
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る。そこで，次項ではこうして点について検

討を加えることとしたい。 

 2．日本における金融教育の推進体制 

 　現在，日本における金融教育は，金融庁お

よび金融広報中央委員会 （11） が中心となって

推進されている。この金融広報中央委員会は，

都道府県金融広報委員会，政府，日本銀行，

地方公共団体，民間団体等と協力して，中立・

公正な立場から，暮らしに身近な金融に関す

る幅広い広報活動を行っている機関であ

る （12） 。 

 　戦後日本におけるお金に関する教育は，金

銭教育という呼称が永らく用いられてきた

が，1996年の日本版ビッグバンの提起以降，

新しい金融の流れ に即した金融に関する

教育の重要性が叫ばれるようになった。本格

的な新自由主義的金融改革の推進に伴い，“貯

蓄から投資へ”の流れを創出していくことが

課題となったのである。ここでは，2000年

以降の大まかな経緯を確認しておこう（図表

1参照）。 

 　まず，2000年の金融審議会答申 21世紀

を支える金融の新しい枠組みについて であ

る （13） 。ここでは， 金融取引の適正化を実現

していくためには，ルールの策定とあわせて，

消費者保護のため，ルールの実効性を確保す

るための制度の整備を進めることが不可欠で

ある とされ， 同時に，公正かつ効率的な

金融取引を実現するためには，消費者に必要

な知識や情報が容易に入手できる仕組みが完

備され，自己責任原則の下，消費者が自らの

向上を図りやすくする環境の整備も重要な課

題である とされている。この段階では，消

費者教育として金融に関する教育が捉えら

れ，その必要性が述べられている。 

 　続いて，この金融審議会答申を受けて，

2002年3月に金融広報中央委員会 金融に関

する消費者教育の推進に当たっての指針 が

策定され，2002年11月14日に金融庁文書 学

校における金融教育の一層の推進に係る文部

科学省への要請について が文部科学省に対

して出されている。ここでは，学校における

金融教育の一層の推進を求めており， 学校

教育で金融・証券に関する基本的な知識を教

えることの必要性が指摘されるなど，児童・

生徒に対する金融教育の重要性が高まってき

ており，金融庁としても，引き続き金融・証

券・保険に関する知識の普及・啓発活動に積

極的に取り組んでいきたい としている （14） 。 

 　実はこの文書にも記載されているのである

が，同年5月に内閣府が実施した 証券投資

に関する世論調査 を受けて （15） ，同年8月6

日に金融庁が公表した 証券市場の改革促進

プログラム が重要な位置づけを持っている。

図表2に示したように，証券市場の改革促進

計画の具体的施策の中に 投資知識の普及・

情報の提供 を挙げ， 教材の開発等を通じ

た教員の支援や文部科学省への要請を通じ

て，学校における金融・証券教育の一層の促

進を図る としているのである。 

 　このように，約20年前から本格的な金融

教育，それも投資教育としての金融教育に乗

り出そうとしているのであるが，ここで問題

となるのは，こうした金融教育に対するニー

ズはどのようなものだったのかということで

ある。当時，金融広報中央委員会は 金融に

関する消費者アンケート調査 を実施してい

る （16） 。今後の金融に関する広報活動や消費

者教育活動の参考とすることを目的として，
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図表1　日本における金融教育関連年表

年 金融改革・金融教育に関連する主な出来事 金融教育に関連する特記事項
1952 貯蓄増強中央委員会発足（注1） ＊金銭教育中心の取り組み
1996 日本版ビックバン提起 ＊新自由主義的金融改革の提起

2000 金融審議会答申 21世紀を支える金融の新しい枠組みにつ
いて

＊ 消費者教育としての金融教育
を提起

2001
金融広報中央委員会としての活動開始： 金融に関する消費
者アンケート調査（第1回） の実施（＊第2回は2003年，
第3回は2008年実施）

＊ “貯蓄から投資へ”の政府方
針化

2002

金融広報中央委員会 金融に関する消費者教育の推進に当
たっての指針
金融庁 証券市場の改革促進プログラム
金融庁 学校における金融教育の一層の推進に係る文部科学
省への要請について

＊投資教育の必要性を提起

2004 金融庁 金融改革プログラム ＊ 貯蓄から投資へのスローガン
化

2005

ペイオフ全面解禁（＊ペイオフの一部解禁は2002年4月から）
OECD 金融教育と意識向上の原則と良い慣行に関する理事
会勧告
内閣府 経済教育に関する研究会　中間報告書
金融経済教育懇談会 金融経済教育に関する論点整理

＊金融教育元年
＊ OECDによる金融教育の定
義

2007 金融広報中央委員会 金融教育プログラム 公表
金融庁 金融・資本市場競争力強化プラン ＊日本における金融教育の定義

2008 リーマン・ショック

2012
G20ロスカボス・サミット・OECD/INFE 金融教育のため
の国家戦略に関するハイレベル原則
金融広報中央委員会 金融力調査
金融経済教育研究会設置

＊ 国際的な金融リテラシーの重
要性の確認

2013
アベノミクス・スタート
金融経済教育研究会報告書公表，金融経済教育推進会議設置
金融・資本市場活性化有識者会議 金融・資本市場活性化に
向けての提言

＊ リスクマネー・成長資金に関
する議論の提起

2014
金融リテラシー・マップ公表
一般NISA開始（つみたてNISAは2018年開始，ジュニア
NISAは2016年～ 2023年の間実施）

＊ “貯蓄から投資へ”推進の税
制上の優遇措置の開始

2016 ＊ “貯蓄から資産形成へ”への
言い換え

2017 iDeCo開始

2019
金融審議会　市場WG報告書 高齢社会における資産形成・
管理
大学生等向けの標準講義資料 コアコンテンツ 策定・公表

＊老後資金2000万円不足問題

2022 成人年齢引下げ・高等学校での学習指導要領の改訂資産所得倍増プラン提起
＊ 高校での資産形成を含む金融
教育へ

（注1）同委員会は1988年に貯蓄広報中央委員会，2021年に金融広報中央委員会に名称変更
〔出所〕金融庁その他公表資料より筆者作成

図表2　 証券市場の改革促進プログラム における投資教育（抜粋）

Ⅱ．具体的施策
1．誰もが投資しやすい市場の整備～多様な投資家の幅広い市場参加の促進～
（4） 投資知識の普及・情報の提供：投資知識・情報に関する金融庁ホームページの一層の拡充を

行うとともに，教材の開発等を通じた教員の支援や文部科学省への要請を通じて，学校にお
ける金融・証券教育の一層の促進を図る。

〔出所〕金融庁ホームページより筆者作成
: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ ; 
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一般個人（成人）を対象に，金融全般に関す

る知識水準や金融教育，金融知識普及に関す

る見方等を伺ったものであり （17） ，2001年，

2003年，2008年の3回実施しているのである

が，調査結果の概略をまとめたものが図表3

である。 

 　アンケート結果に示されているように，半

数近い人が 金融・経済の仕組み について

の知識がほとんどなく， 証券投資や投資に

伴う各種リスク についてほとんど知識がな

いと回答している人が7割超となっている。

さらに，利用者や消費者を保護する仕組み

についても6割から7割の人がほとんど知識

がないとしている。この調査を見る限り，金

融全般についての知識水準の自己評価は，極

めて低く，何らかの金融教育の必要性を示唆

するものとなっている。 

 　一方で，金融に関する知識がほとんどない

という人に聞いた 金融知識が十分でないと

考える理由 を見てみると（図表4参照），金

図表3　 金融に関する消費者アンケート調査 にみる金融全般についての知識水準の自己評価

年

金融・経済の仕組み 金融商品 預貯金

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

2001 6.9 43.2 49.7 5.2 37.2 57.3 19.8 56.7 23.1

2003 7.0 42.4 50.2 5.7 36.4 57.3 17.2 57.7 24.4

2008 6.7 38.5 54.6 4.7 31.2 63.7 18.4 53.9 27.3

年

証券投資 保険，年金（注1） 金融商品にかかる税金

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

2001 4.9 24.2 70.7 13.5 57.1 29.1 ― ― ―

2003 4.4 24.5 70.6 13.6 55.2 30.6 5.7 32.0 61.6

2008 4.9 22.9 71.8 13.2 53.3 33.2 5.5 28.0 66.1

年

投資に伴う各種リスク 利用者や消費者を保護する
仕組み（注2）

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

十分知識
があると
思う

どちらと
もいえな
い

ほとんど
知識がな
いと思う

2001 5.2 18.7 75.9 4.9 30.0 64.9

2003 4.8 19.6 75.0 5.2 31.7 62.3

2008 6.6 21.1 71.9 3.9 24.8 71.1

（注1）2001年は税金を含む設問となっている。単位は％
（注2）2008年は金融商品取引法を含む設問となっている。
〔出所〕金融広報中央委員会ホームページ・アンケート調査結果より抜粋
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融のことを知らなくても生活していける が

3割から4割に達しているとともに，半数以

上が金融について難しいというイメージを

持っており，積極的に情報を集める必要性を

感じていないことが示されている。こうした

調査結果からも，投資自体を求めていない実

態が示されている。 

 　しかしながら，調査がスタートした当時は，

小泉政権下での不良債権の早期最終処理を第

一義的課題とする構造改革が進められた時期

であり，多くの銀行破綻と金融不安が重なっ

た時期である点に留意する必要がある。加え

て，2004年末からの金融改革プログラムで

は通常のフェーズに入ったとの認識から，金

融サービス立国を目指すための“貯蓄から投

資へ”のスローガンが掲げられ，そうした動

きへの対応が求められることとなっていた点

についても考慮する必要がある。つまり，国

民の意識の中に，金融に関する知識のなさに

対する不安が存在し，金融教育の必要性が

徐々に醸成されつつあった時期ということを

理解しておく必要がある。そこで，続いて日

本における本格的な金融教育強化の経緯をみ

ていくことにしよう。 

 3． 金融教育強化の第一段階～2005年 金

融教育元年 の取り組みの概要とその

後の経緯～ 

 　前項で確認したように，2004年12月公表

の金融改革プログラムでは，金融サービス立

国が提起され，金融教育の抜本的強化が企図

されていくのであるが，ここではその後の経

緯を確認しておこう。 

 　まず，本章第1節でも確認した経済教育に

関する検討が行われ，内閣府経済社会総合研

究所編 経済教育に関する研究会 中間報告

書 （2005年6月）が公表されている。こう

した動きと並行して，金融庁のもとに設置さ

れた金融経済教育懇談会が 金融経済教育に

関する論点整理（2005年6月）を公表した （18） 。 

 　いわゆる金融教育元年としての取り組みが

開始された当時の背景についてであるが （19） ，

まず重要な点として，2005年4月1日からペ

イオフが全面解禁となり，元本保証と考えら

れている銀行預金にもリスクがあることを理

解させるべく，国民の金融リテラシー向上が

図表4　 金融に関する消費者アンケート調査 にみる金融知識への要望の実態

年 金融のこと
を知らなく
ても生活し
ていける

金融という
と難しいイ
メージが先
行して，積
極的に情報
を集めよう
と思わな
かった

元本保証の
預貯金を中
心に運用し
ており，金
融機関の破
綻（倒産）
も予想して
いなかった

金融に関す
る正確な情
報を，どの
ように入手
していいか
わからない

金融商品等
に関する正
確で分かり
易い情報が
十分に提供
されていな
い

せっかく情
報を収集し
ても，分か
りにくいも
のが多い

その他

2001 34.5 50.1 33.1 31.2 35.4 28.0 2.7

2003 34.2 52.4 29.3 33.4 39.8 34.7 1.3

2008 40.4 56.9 23.2 30.3 34.7 31.9 4.8

（注）前の設問で ほとんど知識がないと思う と回答した人に状況認識を伺ったもの。単位は％
〔出所〕金融広報中央委員会ホームページ・アンケート調査結果より抜粋
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課題となっていたことが挙げられる。バブル

経済の崩壊後，180もの銀行が経営破綻をし

た現実を踏まえた対応が求められていたと考

えられ，また当時は，偽造カード問題や多重

債務問題等の金融トラブルも増加しており，

金融消費者保護の取り組みの遅れが指摘され

ていたことも挙げられる。 

 　他にもOECDが金融教育に関する文書を

2005年に公表したことを契機に，国内での

議論が喚起されていた点も挙げられる。ちな

みに，金融業界団体からも金融教育への取り

組み強化の意向が示されたのであるが，金融

機関の場合は直接的に利害関係を有してお

り，利益機会の拡大にも繋がるものとして金

融教育の重要性を認識していたと考えられる。 

 　一方，社会全体を見渡した場合，この時期

の金融教育キャンペーンはメディアをも巻き

込んで大規模に展開され，一部には投資を煽

るものも見られた。例えば，様々なメディア

がホリエモンや村上ファンドの話題を積極的

に取り上げ，投資ブームの醸成に加担してき

た。民放の経済情報番組のみならず，NHK

でも主婦向けの投資推奨番組が編成され，初

めての株 や 初めての投資信託 などタイ

トルで初心者を投資に誘うような内容のもの

が多数見られた （20） 。当時は，株式市場も活

況を呈し，M＆Aも活発に行われたものの，

時代の象徴とも目された中心的人物の相次ぐ

逮捕により，国内におけるマネーゲームは急

速に収束していくこととなる。さらに，国際

的には2007年初からサブプライムローン問

題が顕在化し，いわゆるリーマン・ショック

による世界金融危機へと繋がっていったこと

で，こうしたキャンペーンは下火となって

いった。 

 　一方政府は，2004年の金融改革プログラ

ムに続いて，2007年12月には金融・資本市

場競争力強化プランを打ち出し，金融改革を

推し進める姿勢は変更せず，矢継ぎ早に金融

成長戦略を打ち出していった。その後，世界

金融危機による一時的な停滞期はあったもの

の，政権交代後の民主党政権下においてもこ

うした方向性は引き継がれ，金融成長戦略に

関する内容はほとんど変わることはなかっ

た （21） 。 

 　こうした中で，金融経済教育を国レベルで

調整・推進することの重要性が国際的にも議

論された。2012年6月のG20ロスカボス・サ

ミットで公表された声明文では，OECD/

INFE 金融教育のための国家戦略に関する

ハイレベル原則 を承認し （22） ，本稿でも確

認したOECDの金融リテラシーの定義を明

らかにしている。日本でもこうした流れを受

けて，金融広報中央委員会が2012年9月21

日 金融力調査 を実施し （23） ，これが後の

金融リテラシー調査へと受け継がれていくこ

とになった。 

 　2012年11月8日には，金融庁金融研究セ

ンターに設置された金融経済教育研究会が初

会合を行っている。その開催案内には次のよ

うに記されている （24） 。 サブプライム問題の

発生を契機に，健全な金融システムの維持に

は，規制のみならず，利用者が金融について

必要な知識を身につけ，適切に行動すること

の重要性が再認識され，G20等の場でも金融

経済教育の重要性について議論されていま

す。こうした国際的な動向を踏まえ，本研究

会は，金融経済教育で身につけるべきもの

（ 金融リテラシー ）は何か，今後，我が国

で 金融リテラシー 向上にどのように取組
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かれていることが特徴的である。 

 　以上のように， 金融教育元年 からの取

り組みは，結果的にはあまり進展してこな

かったと言える。ただし，金融リテラシーを

身につけることの重要性については，リーマ

ン・ショックなどの影響もあって着実に浸透

してきたと考えられる。こうした状況をふま

え，2013年からのアベノミクスでは，異次

元金融緩和政策に基づく円安株高への誘導が

行われ，政府での成長資金・リスクマネーの

供給に関する検討会が行われることを通じ

て，再び“貯蓄から投資へ”の流れが加速さ

れることとなった。そこで，事項では，アベ

ノミクス以降の金融教育強化の経緯について

確認しておこう。 

 4． 金融教育強化の第二段階～アベノミク

ス下の金融教育推進～ 

 　2013年6月に金融経済教育推進会議が設置

んでいくか等について幅広い検討を行うもの

です 。 

 　同研究会は7回の会合を経て報告書をまと

めて閉会し，2013年4月30日に報告書をま

とめている。その中で，金融経済教育の意義・

目的は，金融リテラシーの向上を通じて，国

民一人一人が，経済的に自立し，より良い暮

らしを送っていくことを可能とするととも

に，健全で質の高い金融商品の提供の促進や

家計金融資産の有効活用を通じ，公正で持続

可能な社会の実現にも貢献していくことにあ

る と記されている （25） 。さらに，最低限身

に付けるべき金融リテラシー（4分野・15項

目）も明らかにされている（図表5参照）。

金融リテラシーとは何かに関わって，（1） 家

計管理 ，（2） 生活設計 ，（3） 金融知識及

び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利

用選択 ，（4） 外部の知見の適切な活用 の

4分野のうち，特に，（3）の分野に重点が置

図表5　金融リテラシーについて　最低限身に付けるべき金融リテラシーの4分野15項目

〔出所〕金融庁ホームページより転載

1,. 家計管理1
項目 1 適切な収支管理 （赤字舷消•黒字確保）の習慣化

[2. 生活設計l
項目2 ライフブランの明確化及びライフプランを踏まえた

資金の確保の必要性の理解

3 金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品l
の利用選択

［金融取引の基本としての素養l
項目3 契約1こかかる基本的な姿勢の習慣化

項目4情報の入手先や契約の相手方である業者が信頼
できる者であるかどうかの清認の習慣化

項目5 インターネット取引は利便性が高い一方、対面取
引の場合とは異なる注意点があることの理鋲

［金融分野共通］

項目6 金融経済教育において基礎となる重要な事項（金
利（単利、複利）。インフレ、デフレ、為醤` リスク・リ
ターン等）や金融経済情勢に応じた金融商品の利
用選択についての理解

項目7 取引の実質的なコスト（価格）について把握するこ
との重要性の理舷

【保険商品】

項目8 自分にとって保険でカバーすぺき事象（死亡・疾病・
火災等）が何かの理解

項目9 カバーすべき事象発現時の経済的保障の必要額の

理解

【ローン・クレジット】
項目10住宅ローンを組む際の留意点の理解

①無理のない惜入限度額の殷定、返済計画を立
てることの重要性

匹 済を困難とする諸事情の発生への備えの重

要性

項目11 無1t画・無謀なカードローン等やクレジットカード
の利用を行わないことの習慣化

【資産形成商品］

項目12 人によってリスク9午容度は異なるが、仮により高い
リターンを得ようとする場合には、より高いリスクを
伴うことの理解

項目13資産形成1こおける分散（運用資産の分散、投資時
期の分散）の効果の理解

項目14資産形成1こおける長期運用の効果の理解

[4. 外部の知見の適切な活用］

項目15金融商品を利用するにあたり｀外部の知見を適切
に活用する必要性の理解
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公表）の 家計の金融資産を成長マネーに振

り向けるための施策をはじめとする日本の金

融・資本市場の総合的な魅力の向上策や，ア

ジアの潜在力の発揮とその取り込みを支援す

る施策について，年内に取りまとめを行う

との指示を受けたものである （27） 。安倍政権

の金融成長戦略であり，日本版ビッグバン

（1996年秋公表）以来の金融改革とも位置づ

けられている。 

 　提言の4つの柱は，①豊富な家計資金や公

的年金等が成長マネーに向かう循環の確立，

②アジアの潜在力の発揮，地域としての市場

機能の向上，我が国との一体的な成長，③企

業の競争力の強化，起業の促進，④人材育成，

ビジネス環境の整備等であり，いずれの分野

でも 2020年の姿を想定 し，それまでの7

年間に取り組む具体的施策が提示されてい

る （28） 。 

 　提言の冒頭で，デフレ下においては 家計

金融資産や公的年金等の多くが現預金などの

形で保有され，リスクマネーや成長資金の提

供に十分に向けられなかった との指摘があ

る （29） 。デフレ予想が固定化している下では，

元本保証資産（現預金）が有利となり，資金

が 眠っている 状態にあるため，成長マネー

の供給不足からデフレへと悪循環を引き起こ

していると認識されている。そこで2％の物

価上昇を目論むアベノミクスの金融緩和政策

によりインフレ期待が醸成されれば，家計金

融資産や公的年金等の多くがリスクマネーや

成長資金として企業等に供給されることの合

理性が高まるため，そうしたマネー循環を確

立しようというのである。そもそも国民の預

貯金を 眠っている 状態と把握するのは正

しいとは言えず成長資金やリスクマネー等の

された。これは，前項で確認した 金融経済

教育研究会報告書 に取りまとめられた諸課

題への取組みについて審議することを目的

に，金融広報中央委員会を事務局として，有

識者や関係官庁・団体で構成される会議体で

ある。この会議は，2021年12月17日の第18

回会議までに，例えば，最低限身に付ける必

要がある事項を年代別・テーマ別に整理した

金融リテラシー・マップ （2015年改訂版）

の公表や，大学生等向けの標準講義資料 コ

アコンテンツ （2019年）の策定・公表など

を行っている （26） 。 

 　まず，会議設置1年後の成果として取りま

とめられた 金融リテラシー・マップ は，

自治体や業界団体，学校教育などにおいて，

効率的に金融教育を推し進めてもらうことを

目的としたものである。その後，この会議で

は大規模な金融リテラシー調査を展開してい

くことになり，本稿の冒頭でも確認したよう

に，2022年の調査では，金融教育が必要と

の回答を71.8％から得ている。こうした調査

を通じて，金融教育が遅れているとの認識を

顕在化させ，その必要性の徹底を図っていっ

たと考えられる。ちなみに，こうした調査に

よって，金融教育の担い手の問題，授業時間

の確保問題，教員の知識不足，さらには，何

を教えるかといった問題も浮き彫りになって

きた。 

 　こうした作業と並行で進められたのが，金

融庁と財務省が事務局を務める金融・資本市

場活性化有識者会合による成長マネーの供給

に関する検討であり，2013年12月13日に 金

融・資本市場活性化に向けての提言 が公表

された。この提言は，日本経済再生本部 成

長戦略の当面の実効方針 （2013年10月1日
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必要性についての認識を高める一方で，金融

教育と称して投資教育を推進しようとしてき

た点について明らかにした。ここではこうし

た投資教育推進を求める新自由主義的金融改

革と （30） ，その結果として拡大してきた金融

格差について考察し，将来不安の増大によっ

て投資推奨のイデオロギーが浸透しやすく

なってきた点について検討する。 

 　そもそも新自由主義改革は，市場メカニズ

ムを信奉し，競争こそが経済の効率を高め，

社会を活性化するという考え（＝市場主義）

に基づき進められるが，それを金融分野に適

用する際，こうした市場主義の国民への浸透

を図りながら進められる。市場の評価とは，

市場の尺度（貨幣）に基づき，どれだけ効率

的に貨幣を手に入れることができたかという

点に求められ，あらゆるものを貨幣価値で計

ることを求めるようになり，すなわち，経済

の金融化が推し進められることとなる。実際，

日本においても金融自由化を肯定的に捉える

イデオロギー的認識の浸透を背景に，金融に

関する規制緩和・民営化が推し進められてき

た。2000年代半ば頃からは拝金主義的な傾

向が強くなる中，“貯蓄から投資へ”という

スローガンが掲げられ，金融収益の源泉も問

わない投資が広がり，マネーゲームが展開さ

れてきた。 

 　こうした新自由主義的金融改革は，世界的

に金融格差を拡大させるとともに，リーマン・

ショックに代表される大きな金融危機を引き

起こしてきた。しかしながら，依然としてそ

の根本的な見直しは成されておらず，現実的

には，投資への幻想を振り撒きつつ，国民の

マネーをリスクマネーに転化してきた。 

 　金融格差の拡大については，日本国内にお

用語を巧みに使い分けながら，国民にリスク

を転嫁するために，老若男女を問わず，個々

人のライフステージに見合った金融商品への

投資，リスクテイクを求める内容となってい

る。さらに，金融経済教育については，銀行，

証券，保険，資産運用など業界横断的な取組

みの加速を行うなど，一層の高度化を進める

べきである との指摘がなされている。 

 　以上からも明らかなように，国民の預貯金

をリスクマネーに転化させることを目的とし

て，金融教育＝投資教育の徹底を図ろうとし

ていたのであり，当時のアベノミクスによる

上げ相場を背景に，その必要性のイデオロ

ギー的浸透も企図していたと考えられる。た

だし，実際には想定したような形での金融教

育の進展は見られていない。というのも，一

層の格差拡大と金融被害者の増大を懸念する

声が高まり，こうした危険な金融戦略自体が

そもそも国民に受け入れらなかったからであ

る。加えて，2019年の老後資金不足問題な

どが政治問題化したこともその理由として挙

げられる。こうした経緯を踏まえて，現在の

資産所得倍増プランと金融教育強化の関係性

は把握されるべきであり，日本における金融

教育の取り組みは2022年に新たな段階へと

入ろうとしていると考えられる。 

 Ⅲ． 新自由主義的金融改革と投資推奨
のイデオロギーの流布 

 1． 新自由主義的金融改革と金融格差の

拡大 

 　前章では，遅れているとされてきた日本の

金融教育が2000年代前半から推進されてき

た経緯について考察してきたが，金融教育の
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である。第3に2022年3月のロシアのウクラ

イナ侵攻による直近の株価下落はあったもの

の，金融緩和継続下での株価上昇による投資

信託および株式の残高の増大であり，第4に

円安の進行に伴う外貨建ての金融資産評価額

の押し上げである。つまり，コロナ禍の影響

と金融市場の変動に起因するものとして，今

次の家計金融資産の急膨張を特徴づけること

ができる。 

 　しかしながら，財政資金バラマキのツケは

今後必ず国民の負担増へと跳ね返ってくる。

2021年度予算（補正予算を含む）における

新規国債発行額は65兆円に達し，歳出のう

ちの借金の割合を示す国債依存度は46％に

達している （34） 。財政再建の見通しは立たず，

国家債務と家計金融資産の拡大がセットで進

むという異常事態が生じている。一方，大量

に発行された国債は市中金融機関を経て，そ

の過半を日銀が保有しており，ここで供給さ

れたマネーが金融市場を下支えしている。日

銀はETF購入を通じて直接株価を支える役

割をも果たしており，結果的に，日銀資産と

家計金融資産の拡大が同時に進むという事態

を招いている。国家と日銀に支えられた家計

金融資産の急膨張は極めて異常である。今後，

国民の税負担増は必至であり，インフレ懸念

も高まりつつことから，将来不安を感じてい

る国民に，投資推奨のイデオロギーが浸透し

やすくなる状態が醸成されつつあると考えら

れる。 

 　さらに，将来不安との関連で言えば，2019

年6月の老後資金2000万円不足問題があ

る （35） 。今日の日本社会では，現役時代の格

差が老後に引き継がれる厳しい状況が続いて

おり，少子高齢社会の進行と年金財政悪化が

いてもその実態は極めて憂慮すべきものと

なっている。大和総研の分析によれば （31） ，

格差の指標とされる金融資産のジニ係数は長

期的に上昇傾向にあり，2019年時点で金融

資産残高ゼロ世帯（10％）に100万円未満世

帯を加えた割合は23％を占めるまでになっ

たと明らかにされている。一方，野村総研の

調査によれば （32） ，同時期に日本の富裕層が

133万世帯，純金融資産総額が333兆円で，

増加傾向にあるとされている。後述のように，

今，非課税投資制度を拡充しているが，そも

そも資産を持たない，あるいは少額の投資し

か成し得ない国民にとっては恩恵が少ないも

のであるとともに，現行の金融資産課税制度

自体が富裕層にとって極めて有利に働いてい

るという事情もある （33） 。 

 　ここで増加傾向にある家計金融資産の実態

を確認しておこう。日銀調査統計局が2022

年6月27日に公表した2022年第1四半期の資

金循環（速報）によれば，家計金融資産は

2005兆円（対前年同月比2.4％増）に達して

いる。家計金融資産の内訳であるが，全体の

54.3％を占める現金・預金は1088兆円（同

2.9％増），保険年金等は540兆円（同0.8％増）

でいずれも過去最高となっている。株式等は

204兆円（同0.6％減）で直近では若干減少し

ているものの，投資信託は91兆円（同10.4％

増）で高い伸びを示している。 

 　こうした家計金融資産の急膨張の原因とし

ては，次の4つが考えられる。第1にコロナ

禍で消費を手控える状況が継続し，現金・預

金残高を押し上げたことである。第2に財政

資金が特別定額給付金や個人事業主世帯向け

の事業化給付金等といった形で投入され，こ

れもまた現金・預金残高増へと繋がったこと
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らの才覚で資産形成を成し遂げられる人はそ

れほど多くはない。結果的に金融格差拡大へ

と繋がっており，格差是正のために期待され

た金融資産課税の強化は先送りされ，富める

者がますます富める状況が継続している。投

資トラブルや金融詐欺事件も増加傾向にあ

り，多くの金融被害が発生している （41） 。身

を守るための金融知識の必要性が言われる所

以である。 

 　しかしながら，中途半端な投資教育推進の

結果として，投資トラブルが増加傾向を招い

ているとも考えられる。“貯蓄から投資へ”

の方針の下，例えば，若者がリスクマネー取

引に誘われ始めたことも看過できず，コロナ

禍で若者による株式投資等も拡大しており，

海外株への投資を始める者も出てきてい

る （42） 。求められる金融教育が遅れている中，

リスクをとれない個人による投資拡大が，株

価下落時に大きな社会問題を引き起こすこと

が懸念されている。 

 2． 日本における投資推奨のイデオロギー

の流布～“貯蓄から投資へ”の欺瞞性 

 　ここでは，岸田政権による 資産所得倍増

プラン において，家計金融資産2000兆円

の過半を占める現金・預金を投資に振り向け

させる方針を打ち出したことを取り上げつ

つ （43） ，“貯蓄から投資へ”のスローガンの欺

瞞性について考えてみたい。 

 　まず投資について，2つの原則を確認して

おきたい。第1に，投資とは自己責任に基づ

き，リスク負担能力も考慮し余裕資金により

行うべきものであること，第2に，投資を推

奨する側には，適合性の原則（顧客の知識，

経験，財産の状況，投資目的をふまえること）

喧伝される中，給付額削減と支給開始年齢の

後倒しが相次ぎ，誰もが老後の生活不安を想

像し得る状況にある。そうした中で，今回の

問題の発端となった金融審議会市場WG報告

書 高齢社会における資産形成・管理 の目

的は，現役世代，とりわけ若いうちからの資

産形成を促すことであった （36） 。この点につ

いては，政治問題化したことで，結果的に一

部周知されることとなったが （37） ，ここでも

安易な投資推奨が見受けられ，損失を被る個

人投資家の増加も懸念されている。老後資金

不足問題の前提とも言える年金制度自体の見

直しをせずに，資産寿命なる概念を用いて，

投資による資産形成を促す議論にすり替えら

れている点はもっと問題視されるべきであ

る。ちなみに，税・社会保険料負担増や教育

費・住宅ローンの重圧によって中流家庭が崩

壊する 老前破産 も今，懸念されており （38） ，

こうした現実をふまえた対応が政府には求め

られている （39） 。 

 　以上のように，家計金融資産の急膨張や老

後資金不足問題などを通じて，20数年来，

政府が進めてきた投資推奨政策としての“貯

蓄から投資へ”が一気に進展する可能性があ

る。なかなか進まない“貯蓄から投資へ”の

流れに対して，2016年頃から一時的に“貯

蓄から資産形成へ”という表現への言い換え

も行われてきたが （40） ，将来不安の増大が投

資推奨政策のイデオロギー的浸透を成し得よ

うとしている。ただし，新自由主義金融改革

が進展した2000年代以降，自己責任原則を

受容し，老後生活の安定も自らの努力で得よ

うとする人々も存在するものの，金融市場で

はマネーゲームが繰り広げられ，国家主導で

インフレ政策が進められる日本において，自
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を用いた投資教育が推奨されてきたが，こう

した教育では経済に対する興味・関心を喚起

することには成功しても，短期的売買手法を

通じ巨額の利益が得られるといった誤った認

識を与えることになりかねず，投資トラブル

や金融被害が後を絶たないのが実状である。

そもそも金融収益は実体経済に関わって金融

が本来の役割を果たすことで得られるもので

あり，金融教育とはこうした本質的な認識を

目指すものでなければならない。 

 　さらに，2019年の老後資金不足問題の際

には，資産寿命という概念を用いて不足額を

具体的に示し，自助による資産形成を促した

点に批判が集中した。個人による資産形成の

実現可能性が極めて不透明な中で，同年7月

公表の 金融リテラシー調査 によれば，50

代の6割以上が自分の年金受給予定額を把握

していないという当時の事情とも相俟って，

将来不安を一掃煽る結果となった。 

 　このように，政府は国民に対して“貯蓄か

ら投資へ”という投資推奨のイデオロギーを

振り撒くことで，その流れを加速させようと

してきた。投資家のすそ野を広げるために，

投資収益に対する非課税制度の導入も行い，

NISAの導入と度重なる拡充や老後の公的支

援を補完するiDeCoの改革等も積極的に行っ

てきたのである （45） 。資産形成セミナーが活

況を呈するなど国民の関心の高まりも一部に

見られ始めているが，今ここで考える必要が

あるのは，個人による資産形成の実現可能性

についてである。超低金利継続下で，投資で

大きな利益を得ることは極めて難しい。投資

信託には元本割れリスクが伴い，株式相場は

乱高下を続けている。GPIFでさえ年金資産

運用の失敗を引き起こしている （46） 。現状で

の厳守が求められ （44） ，政府が投資を推奨す

る場合にも，この原則は極めて重要であるこ

と，である。 

 　そもそも“貯蓄から投資へ”は，これまで

見てきたように，金融サービス立国を目指す

とした2004年金融改革プログラムでスロー

ガンとして明示化された。その後，安倍政権

下の2013年 金融・資本市場活性化に向け

ての提言 では， 家計金融資産や公的年金

等の多くが現預金などの形で保有され，リス

クマネーや成長資金の提供に十分に向けられ

なかった と指摘され，デフレ予想の固定化

の下，元本保証の現預金の有利性が際立ち，

資金が 眠っている 状態にあるとされた。

岸田氏の 眠り続けてきた預貯金をたたき起

こす という発言と，同様の認識であること

がわかる。 

 　首相は 成長資金としての投資 を呼びか

けつつ，国民向けには 資産形成としての投

資 を促しており，ここでの 投資 には二

重の意味が込められている点に留意する必要

がある。成長資金といっても，新たな増資等

の資金需要がなければ，成長分野へのマネー

供給は成し得ない。新規投資先が現実的に伸

びない中，銀行等から引き出された預貯金が

向かう先は，既存の発行済み証券等とならざ

るを得ず，家計金融資産の大部分が株価の下

支え等に動員され，元本保証のないリスクマ

ネーに転化させられることとなる。国民のマ

ネーが，投資の原則に反した流れに巻き込ま

れる蓋然性は極めて高い。 

 　一方，“貯蓄から投資へ”の実現には金融

リテラシーの向上が不可欠とされ，さらに個

人投資家を増やすために金融教育＝投資教育

の強化も図られてきた。例えば，株式ゲーム
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は個人の資産形成には大きな不安が付きまと

い，損失発生の現実性も高いと言わざるを得

ない。 

 　さらに大きな問題と考えられるのが，投資

収益に対する税優遇のあり方についてであ

る。金融所得を低い税率（20％）で分離課税

としていることは，今日の資産格差拡大の一

因となっている。加えて，少額とはいえ，投

資収益を非課税とするNISAのような仕組み

は，税の公平性から見えても違和感を覚え

る （47） 。証券税制のあり方が議論されていた

時期にもそもそも税の優遇自体に異論が存在

しており，金融所得に対する課税のあり方は

抜本的に再考されなければならない （48） 。 

 　今求められているのは，無謀な投資推奨で

はなく，格差是正に向けた金融資産課税強化

による分配政策の実施である。金融教育とし

ては，経済・金融の基礎的理解が得られるも

のが求められているのであり，資産形成に関

する具体的な知識の習得，すなわち投資教育

が求められているわけではない。金融収益の

源泉は何かを自ら理解できる力や，マネー

ゲームに踊らされることなく経済社会のあり

方を考えられる力の養成が求められていると

ともに，金融トラブルを未然に防ぎ得るリテ

ラシー向上こそが必要となっている。これま

で述べてきたように，日本では，お金に関す

る知識を体系的に学ぶ機会が少なく，金融リ

テラシーが十分に身につく状況となっていな

いことが，最新の 金融リテラシー調査（2022

年7月5日公表）でも示されている（図表6

参照）。投資推奨のイデオロギーを振り撒き，

これだけ金融教育に力を入れてきたにも関わ

らず，金融リテラシーの正誤問題の正答率は

初回調査から横ばいであり，2016年55.6％，

図表6　  金融リテラシー調査（2022年） の特徴

〔出所〕 金融広報中央委員会 金融リテラシー調査
（2022年）のポイント より転載

①金融リテラシー・マップ分野別正答率（％）

金隠リテラシー、 マップの分野 2016年 2019年 2022年

家計管理 51 0 52.3 50.7 

生活設計 504 50.8 49.0 

金骰取引の基本 729 74.0 73.3 

金 金器 ・経済の基磋 488 49.8 49.3 

腋保険
知

52 5 54.4 53.4 

識 ローン・クレジット 53 3 54.4 52.5 

資産形成 54.3 54.8 54.7 

外部の知見活用 65.3 65.6 64.8 

合計 55.6 56.6 55.7 

②金融教育を受けた人の割合（％）

2016年 I2019年 I2022年

6.6 7.2 7.1 

③金融教育を求める声—生活設計や家計管理等の

「金融教育」は学校で行うべきと思いますか―

④金融リテラシー・ギャップ（「客観的評価」一「自己

評価」）と金融トラブル経験者の割合（％、％ポイント）

合は {10-1零ま,11 g( I年t-杜衿tlAl ごぢ ｛的畠鯵79奮11 

ん五 ヽ
客霰血liA IIヽ，6 9$.0 114,8 ヽI謁5

金息教育を
I 

¥1謁6g己信liB 131.6 100.2 131.8 139.2 

受けた人 ，奮ギIャリ1テ1妥A-6・ ,11,9 Ul  A 41.9 lo 24.3 1.0.1 
11會11111青の,,.胄.合 12.J 3」¥11.4 15.l I a.o 

-... ← .9 客覆附l!liA 98,9 槌.5 741 115.3 

會l1暑青を 自己紅昼B 97.5 83.0 951 96.5 I閲.I

雙けていない人 會ギ●，)毎ブA-6 1,3 .t. 146 .l 20J 0,4 6.6 

II童畠Ill看~ぅf-ヽ合 6,9 2.4 7.8 8.0 5.6 
Ni ?ill!. 的ヽ 9編1ょ,,.麟潤鴫 25罰の止宵9わ）について.B c!llfll:J・食攣臼l

●についての,,こ坪11,r・_-, いて．それぞlt:t;体の ¥•iil.i: 100として

＂数rt:.



● 論　説

（ 48 ）

は極めて重要であるが，技術，態度及び行動

まで全てが必要であるかは議論の余地がある。 

 　本稿の中でも若干触れたが，いわゆる経済

教育として求められる内容こそが今後必要で

あると言える。例えば，日本社会で生きてい

くための社会保障制度や税制についての理

解，ライフプランでどのようなお金が必要と

なるのかということなどの知識も必要とな

る。ただし，ここでの必要となる資金を固定

的にとらえ，足りないから自分で増やせとい

うのはあまりにも無責任である。そもそも老

後の生活の安定は個人の資産運用の成果に帰

するべきではない。これは年金制度の再構築

など，社会保障制度のあり方に帰する別の問

題である。 

 　そもそも金融市場にリスクマネーとして国

民の預貯金を誘おうとするのは大きな問題で

あり，本来リスクをとれない個人のマネーを

無原則的に投資に向かわせるのは明確に誤っ

ている。金融収益を非課税にするなどの税制

を用いて投資誘導を行うこともあってはなら

ない。こうした点に関わり，他国と比較する

のも問題であり，他国の状況が正しいという

保証はどこにもない。自己責任原則を振りか

ざし，個人の投資を推奨し，その個人が大き

な損失を抱えた場合，そうした個人の生活を

支えていくのも国の役割であることから，結

果的には国にとっては負担増となることも想

定される。もともと大きなリスクを取れない

個人の資金は間接金融機関に預貯金という形

で託し，リスクテイク能力を有する金融機関

が安定的に運用するのが本来の形である。そ

うした形に一刻も早く戻すことが必要であ

り，異常な低金利政策を継続している現状も

見直していくことが求められる。 

2019年56.6％，そして2022年55.7％となって

いる。一方で，リスクテイク姿勢や資産運用

に関する設問では，どちらも若干の上昇傾向

となっている。すなわち，金融リテラシーが

向上しない下で，リスクをとって資産運用を

行おうという傾向が強まっているのであり，

そうした結果は，とりわけ若年社会人（18

～ 29歳）や一般社会人（30 ～ 59歳）の層に

おいて，金融リテラシー・ギャップ（ 客観

的評価 － 自己評価 ）を生み出し，金融ト

ラブル経験者の割合を引き上げている。 

 Ⅳ． 現代日本の金融教育の課題とは何
か～結びにかえて～ 

 1．真の金融リテラシーとは何か 

 　OECDによる金融リテラシーの定義は 金

融に関する健全な意思決定を行い，究極的に

は金融面での個人の良い暮らし（well-being）

を達成するために必要な，金融に関する意識，

知識，技術，態度及び行動の総体 とされて

いたが，ここでの 金融に関する健全な意思

決定 や 金融面での個人の良い暮らし

（well-being） とは何であるかが，結局のと

ころ不明瞭である。 金融に関する健全な意

思決定 を個人の責任に帰する場合は，やは

りリスクテイク能力の有無が大きな問題にな

るとともに，金融面の良い暮らしを個人に

とってのものという限定を加えることで，そ

の内容は一気に狭いものとならざるを得な

い。全ての人にとっての 良い暮らし（well-

being） を考えることこそが経済学および金

融論の課題であり，個人に限定するような教

育であってはならない。現代の複雑な社会を

生き抜くためには，金融に関する意識，知識
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役割を発揮して，社会課題にしっかりと向き

合う姿を学んでいくことが求められる。 

 　以上本稿では，日本における金融教育の現

状と課題に関して，“貯蓄から投資へ”推進

の問題点と絡めて検討してきた。大枠の流れ

と本質的な問題点の指摘を中心に行ってきた

ために，具体的な教育内容の検討や投資推奨

のイデオロギーの詳細な分析を行うことは出

来なかった。こうした点については今後の課

題といたい。 

 〔2022年7月15日脱稿〕 

 注 

 ⑴　例えば，金融専門誌でも金融教育の強化につい

て特集が組まれている。 幕が上がる 金融教育

金融財政事情 2022年2月15日号，11 ～ 27ペー

ジ参照。 

 ⑵　金融教育を受けたと答えた人の割合は，2016

年の同調査で6.6％，2019年は7.2％であり，ほぼ

変わっていない。金融広報中央委員会 金融リテ

ラシー調査（2022年）のポイント 2022年7月5

日公表。 

 ⑶　例えば，金融庁がまとめた 詐欺的な投資勧誘

に関する情報の受付状況 によると，2021年10

月～ 12月の受付件数は1808件（うち被害件数は

1503件）であるが，前年の2020年の同期間の数

値はそれぞれ783件（655件）で約2.5倍となって

おり，2019年の同期間の数値はそれぞれ73件（40

件）であることから，この間急激に増加している

ことがわかる。詳しくは金融庁ホームページ参照。 

 ⑷　日本の金融リテラシーは低くはないという意見

もある。村井幸博 金融リテラシーの現状と資産

形成・投資 第一生命経済研レポート 2022年

4月号，11ページ参照。 

 ⑸　“貯蓄から投資へ”について批判的に検討して

いたものとして，広田真人 “貯蓄から投資へ”

運動への素朴な疑問 証券経済研究 第101号，

2018年3月，参照。 

 ⑹　ここでのイデオロギーとは，いわゆる虚偽意識

 2．金融教育の今後の課題 

 　金銭教育から始まった日本の金融教育は，

消費者教育，経済教育の必要性が高まる中，

大きく変化してきた。今日では投資教育の必

要性も盛り込まれて来ているが，最後に，今

求められる金融教育とは何かについて3点に

まとめておきたい。 

 　第1に，現代の経済の仕組みや金融システ

ムの現状が理解できる基礎的な知識について

の教育が必要である。これは，お金に関する

金銭教育やいわゆる経済教育としての内容で

あり，複雑な金融の仕組みについても，その

歴史的経緯を踏まえ理解をすることが求めら

れる。学校や家庭においても，無理のない範

囲で教えることができる内容に留めていくこ

とが求められる。現代の資本主義経済社会を

生き抜くために求められる範囲内で教育を進

めていくべきであり，例えば，高校での教育

において無理やり資産形成の仕方などを教え

る必要はない。 

 　第2に，現実的なリスクを正しく把握でき

る能力の育成が求められる。その際，金融収

益の源泉は何かを自らの頭で考えられるよう

な教育が必要であり，なぜそのリターンが得

られるかを理解しておくことが必要である。

こうした教育を徹底することは，金融被害者

を出さないことにつながると考えられる。マ

ネーゲームを引き起こさないためにも，投資

や資産形成と投機とは根本的に異なるもので

あり，ギャンブル性を排した金融投資のあり

方を教育していくことが求められる。 

 　第3に，金融の役割についての正しい理解

が増進する教育が求められる。持続可能な社

会を形成するために，今SDGsと関わった金

融教育が必要となっている （49） 。金融本来の
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2009年2月。 

⒀ 　金融審議会答申 21世紀を支える金融の新し

い枠組みについて 2000年6月27日，7ページ参照。 

 ⒁　この文書は 学校における金融教育の一層の推

進について のタイトルで，2002年11月14日に

高木祥吉金融庁長官から小野元之文部科学省事務

次官宛てに出されている。ちなみに，2006年9月

25日にも同様の文書（ 学校における金融経済教

育の一層の推進について ）が五味廣文金融庁長

官から結城章夫文部科学省事務次官宛てに出され

ており，ここでも 学習指導要領 の見直しにお

いて金融経済教育について一層充実が図られるよ

う要請されている。金融庁ホームページ参照。 

 ⒂　内閣府が2002年5月に実施した 証券投資に関

する世論調査 については，内閣府ホームページ

世論調査のページ参照。 

 ⒃　1回目が2001年11月26日，2回目が2003年7月

4日，3回目が2009年3月5日に実施されている。 

 ⒄　なお，子ども向けの調査としては，例えば，金

融広報中央委員会が 子どものくらしとお金に関

する調査（2005年度） を金融教育元年と言われ

た2005年に実施し，第2回調査（2010年度），第

3回調査（2015年度）と合わせて3回実施している。 

 ⒅　この文書では，金融経済教育の今日的な意義・

必要性を再確認し，現状の問題点と今後の課題に

ついて初等中等教育段階と社会人・高齢者段階の

2つのライフステージに分けて検討するととも

に，米英の事例を参考しつつ金融庁の果たすべき

役割を示している。 

 ⒆　 金融教育の現状と課題―金融機関が取り組む

意義― 農林金融 2006年4月号，参照。 

 ⒇　例えば，2002年から2005年までNHKで放映さ

れた くらしと経済 という番組は，暮らしに密

着した経済の関心事をタイムリーに取り上げ，わ

かりやすく解説する情報番組であり，年金や保険，

税金，株，クレジットカードといった身近な金融

制度や商品の話題なども取り上げていた。 

21 　日本における当時の金融戦略の分析について

は，野崎哲哉 日本再生戦略 下の日本の金融

― 金融戦略 批判― 法経論叢 第30巻第2号，

2013年3月参照。 

という意味ではなく実践的社会意識として把握さ

れるべきものであり，現代資本主義社会における

支配階級による実践的イデオロギーとして理解さ

れる必要がある。必ずしも科学的な認識ではない

にも関わらず，イデオロギーとして力を持って

人々の意識・行動を捉えるという意味で用いてい

る。こうしたイデオロギーの理解については，上

野俊樹 アルチュセールとプーランツァス 新日

本出版社，1991年，第2章を参照されたい。 

 ⑺　金融広報中央委員会による金融教育の定義につ

いては，2007年公表の 金融教育プログラム―

社会の中で生きる力を育む授業とは― の 1．

金融教育のねらいと基本的性格 に記載されてい

る。なお，金融広報中央委員会 見てわかる！金

融教育―授業の進め方 では， 金融教育は，生

きる力を育む教育 としている。 

 ⑻　OECD 金融教育と意識向上の原則と良い慣行

に関する理事会勧告 ，2005年7月。 

 ⑼　Atkinson F-A. Messy 金融リテラシーの測定：

OECD INFE試行調査の結果 金融，保険およ

び私的年金に関するOECDワーキングペーパー

No. 16，OECD Publishing，2012年 

 ⑽　内閣府経済社会総合研空所編 経済教育に関す

る研究会　中間報告 2005年6月，2ページ参照。 

⑾ 　金融広報中央委員会は2001年4月に現在の名称

となり，2022年6月14日時点で，金融団体，経

済団体，消費者団体，報道機関等の代表者，学識

経験者，日本銀行副総歳など委員が40名，関係

省庁局長クラス，日本銀行理事などの参与が9名，

金融庁長官，日本銀行総裁の顧問2名で構成され

ている。 

 ⑿　金融広報中央委員会の金銭教育の歴史について

は，以下の論文が参考になる。小泉達哉 戦後の

金融教育の変遷と今後の若者の金融リテラシー向

上 国民生活 2022年1月号， 特集　若者の金

融リテラシー育成と金融教育 ，内田真人 金融

里リテラシーの考察（1）―貯蓄増強・金融広報

活動の歴史と研究サーベイ― 社会イノベーショ

ン研究 第13巻第1号，2018年3月，小池拓自 金

融経済教育 総合調査報告書　青少年をめぐる

諸問題 国立国会図書館調査及び立法考査局，
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純金融資産総額は333兆円と推計 NEWS 

RELEASE 2020年12月21日，参照。 

 33　現行の金融所得課税は，株式や債券の売買から

得られる所得を一体して申告分離課税（20％）と

している。この方式だと応能原則の下での累進税

率による所得税とは別に課税されることになり，

富裕層にとって有利な仕組みとなっている。 

 34　 日本経済新聞 2021年12月23日付。 

35 　老後資金2000万円不足問題への批判的な検討

については，野崎哲哉 老後資金2000万円不足

問題と 貯蓄から資産形成へ ～今，求められる

金融リテラシーとは何か？～ 時局 2019年12

月，40 ～ 41ページ，参照。 

36 　報告書では，今日の環境変化を分析した上で，

4つの基本的な視点・考え方を示している。①長

寿化に伴い，資産寿命を延ばす必要があること②

ライフスタイル等の多様化により個々人のニーズ

は様々であること③公的年金の受給に加えた生活

水準を上げるための行動が求められること④認

知・判断能力の低下は誰にでも起こりうるという

認識を持つことである。必要な対応として，資産

形成・管理での心構えの確立やそれに見合った金

融サービスのあり方の追求，および環境整備が挙

げられている。最後の環境整備としては，資産形

成・資産承継制度の充実，金融リテラシーの向上，

アドバイザーの充実，高齢顧客保護のあり方の4

つが示されている。 

 37　この文書自体は分析的であり，議論を喚起する

性格のものと言えるが，今回問題視されたのは，

資産寿命という概念を用いて老後資金の不足額を

具体的に示し，自助による資産形成を促したとこ

ろにある。なお，根拠とされた数字自体は厚労省

データによるが，現実とは乖離する平均値を用い

ている点にも批判が集中した。また不足額につい

て省庁間で異なる数値が飛び交うなど，文書の信

憑性も疑われる事態も招いた。 野崎哲哉 老後資

金2000万円不足問題と“貯蓄から資産形成へ”

時局 2019年12月号，40―41ページ参照。

 38　荻原博子 老前破産 朝日新書，2018年。 

39 　老後不安を取り除くために今求められるのは，

やはり年金制度の抜本的見直しである。100年安

22 　OECD/INFEとは，2008年にOECDによって

創設された金融教育に関する国際ネットワークで

あり，220の公的機関の専門家から成っている。

OECD/INFE 金融教育のための国家戦略に関す

るハイレベル原則 2012年6月，2ページ参照。 

23 　 金融力調査 の結果については，金融広報中

央委員会ホームページ参照。 

24 　金融庁ホームページ参照。 

25 　金融庁金融研究センター 金融経済教育研究会

報告書 2013年4月30日，3ページ参照。 

 26　これらの資料は，金融広報中央委員会ホーム

ページの金融経済教育推進会議のページから入手

可能となっている。 

27 　日本経済再生本部 成長戦略の当面の実行方針

2013年10月1日，3ページ参照。 

28 　ちなみに，①以外の柱の簡単な内容と評価につ

いては以下の通りである。財界が熱望するアジア

市場の取り込みについては，アジア各国での本邦

企業の円滑な現地通貨建て資金調達・貸出の実現，

アジア地域におけるクロスボーダーでの資金・証

券の取引・決済の市場やシステムの確立等が企図

され，東京市場を国際金融センターとする目標が

掲げられている。内需が伸び悩む中，アジア市場

に生き残りをかける財界の意向を十二分に反映し

た内容となっているものの，衰退する地域経済や

国内中小企業等への施策は十分には示されていな

い。③，④の柱を見ても，グローバルな企業への

投資や国際的人材の育成に重点が置かれる内容と

なっている。金融が本来の役割を発揮し，国内経

済を真に立て直す金融活性化策こそ求められる。 

29 　金融・資本市場活性化有識者会合 金融・資本

市場活性化に向けての提言 2013年12月13日，

5～ 8ページ参照。 

30 　新自由主義的金融改革については，野崎哲哉 新

自由主義改革下の日本の金融改革 法経論叢

第25巻第2号，2008年3月，参照。 

31 　藤原翼 日本型 金融資産格差を読み解く―

日本で心配されるのは金融資産ゼロ世帯の増

加― 大和総研レポート 2021年11月30日，

参照。 

32 　野村総合研究所 日本の富裕層は133万世帯，
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税となっているが，投資期限である2023年末ま

でには仕組みを変えて5年間延長することがすで

に決定している。さらに2024年以降，年間最大

122万円にまで拡大され，5年間で最大610万円の

投資が非課税となり，今後はさらにこれを改革す

るとしている。iDeCoは私的年金の1つであるが，

公的年金に上乗せをして掛金・運用益が非課税で

あり，現在の加入期間65歳未満であるが，政府

は今後年齢制限の引き上げを検討するとしている。 

46 　例えば，2021年度の運用実績は10兆円の黒字

となっているが，2022年1 ― 3月期に限ってみれば，

運用成績は全ての運用資産でマイナスとなってい

る。 日本経済新聞 2022年7月2日付。 

47 　NISAやiDeCoの問題点として，欧米と異なる

日本の事情を踏まえておくことが必要となる。例

えば，本家イギリスのISAではその対象金融商品

の中に預金も入っているものの，日本のNISAに

はそれが入っておらず，明らかにリスク金融商品

への投資を促す仕組みとなっている。一般的にメ

リットとデメリットで語られる内容についても，

批判的に考察する必要がある。 

48 　岸田政権はその就任当初，金融資産課税の強化

通じた分配重視の方針を打ち出していたが，それ

を転換し，アベノミクスへの回帰を鮮明にした点

は大きな問題と言わざるを得ない。 

49 　大和総研による SDGsと金融 というシリー

ズ企画の最終回では持続可能な社会を実現するた

めに，金融リテラシーの向上が必要であるとされ

ている。柿沼英理子 SDGsと金融経済教育 大

和総研レポート 2019年8月21日。 

心とは程遠いマクロ経済スライド方式を用いた現

行の制度は，確実に給付額が引下げられるものと

なっており，年金積立金の運用益が出た場合でも

給付額の引上げにつながる仕組みとはなっていな

い。加えて，2022年7月現在，急速な物価上昇が

懸念されているが，インフレによる預貯金の目減

りのない金融政策運営も必須の課題と言える。 

40 　2016年頃からこうした傾向が顕著となってき

ており，2016年9月15日公表の金融庁 金融レ

ポート では，明確な言い換えが行われている。 

41 　金融庁の金融サービス利用者相談室における相

談等の受付状況等を見ると，2019年以降，詐欺

的な投資勧誘に基づく金融被害は激増している。 

42 　例えば，コロナ禍で借金して株投資を行う者も

増加傾向にあるとの報道もある。 日本経済新聞

2021年7月9日付。 

 43　資産所得倍増プランに関する経緯は以下の通り

である。岸田首相は2021年11月1日に令和版所

得倍増を目指し成長を実現すると発言したが，翌

年5月のロンドンシティでの講演で資産所得倍増

計画を明言し，6月7日に岸田政権としての新し

い資本主義の全体構想と実行計画を決定，資産所

得倍増プランを年末までに策定するとした。 

44 　適合性の原則については， 図説日本の証券市

場　2020年版 公益財団法人日本証券経済研究

所，2019年，278ページ参照。 

45 　資産所得倍増プランの中心はNISAやiDeCoの

改革を含むものであり，その狙いは，個人の金融

資産を貯蓄から投資へ向けさせることにあるとさ

れた。ちなみに，NISAは現在年間120万円限度

株式などに投資でき，5年間の利益・配当が非課


